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２０１６年７月２９日付け質問への回答 
 

（質問事項（１）屋内退避について） 

  現在の原発事故時の避難計画では屋内退避が基本とされています。しかし、熊本地震

に原発事故が重なって起きていたら、「屋内退避」は不可能でした。複合災害となっ

た時に避難もできないし、屋内退避もできないような事態となってしまうことを私た

ちは恐れています。この矛盾を県民にどのように説明しますか。また、どうしたら複

合災害から命を守ることができますか。 

（答）  

○ ＵＰＺ（５～３０キロ圏）において、地震と原子力災害が複合して発生し、地震に

より家屋が倒壊したり、相次ぐ余震の発生により自宅での屋内退避が困難、又は不安

な場合には、自然災害に備えて市町が指定している近隣の避難所にて、まずは屋内退

避を行います。 

○ その後、放射線量の測定結果を踏まえて、避難が必要となった地域については、Ｕ

ＰＺ外への避難を行うこととなります。 

○ また、地震により道路が損壊するなどして避難経路が使用できない場合には、関係

機関による誘導を行い、場合によっては県外のルートを使用する等、通行可能な別の

道路を使用することにより避難誘導を行います。 

○ こういった対応については、１０月１０日に実施した原子力防災訓練で実証を行っ

たところであり、今後、訓練に参加いただいた方々の御意見も聞きながら、訓練で得

られた気づきや課題を整理して、必要な見直しなどを検討することとしています。 

 

 

（質問事項（２）大地震との複合災害で原発事故が起きる想定について） 

  「佐賀県地域防災計画（第３編 地震・津波災害対策）」は、被害想定の基本的な

考え方として「あらゆる可能性を考慮して起こり得る最大クラスの地震・津波を想定

する」とし、県内で起こり得る「地震・津波の被害の程度を明確化」して具体的に記

述しています。たとえば「佐賀平野北縁断層帯」でマグニチュード７．５（最大震度

７）の地震が起きた場合、最悪で死者４３００人という想定がされています。同断層

や唐津市内を走る城山南断層、伊万里市内を走る楠久断層などを震源として大地震が

発生した時に、玄海原発が事故となる想定は、県原子力防災計画・避難計画において

どのようになされているでしょうか。 

（答）  

○ 御質問にあるとおり、県地域防災計画（第３編 地震・津波災害対策）では、地域

特性や科学的知見等を踏まえ、あらゆる可能性を考慮して起こり得る最大クラスの地

震・津波を想定するとともに、当該地震・津波による被害の程度を明確化した上で、

その軽減に向けた取り組みが肝要として、災害対策の基礎となる、地震・津波の被害

想定等を設定しています。 

○ その中で、佐賀平野北縁断層帯や城山南断層、楠久断層を対象とした想定地震によ

る被害想定を行っていますが、それぞれで想定した地震が玄海原子力発電所に与える



2 
 

影響等についての想定は行っていません。しかしながら、県地域防災計画（原子力災

害対策編）では、原因に関係なく、玄海原子力発電所で放射性物質の放出を伴う原子

力災害が発生しうるということを前提にその災害予防対策、応急対策、復旧対策など、

必要な対策について定めています。 

 

 

（質問事項（３）「最悪の想定」について） 

  一方で「佐賀県地域防災計画（第４編 原子力災害対策）」では「被災想定」につ

いての記述は、「県は、原子力災害に関し必要な対策を講じるため、原子力災害の特

性を把握し、国の指導、助言及び原子力事業者の支援を得ながら災害想定の検討に努

める」として具体的な記述がありません。原子力災害について「起こり得る最大の想

定」はどのようなものですか。 

  知事は、私たちの質問書への回答（本年２月２日付）の中で「原子力災害は想定外

の事象が起こった場合に発生するものであり、最悪の想定について具体的な想定がで

きるものではない。」と回答されました。「想定外ではすまされない」ということが、

３．１１の甚大な犠牲から学ぶべき教訓のはずです。知事のこのような姿勢は許され

ません。「最悪の想定をしない」という回答を撤回すべきではありませんか。 

（答）  

○ 御質問にあるとおり、県地域防災計画（第４編 原子力災害対策）では、災害の想定

について、国の指導、助言及び原子力事業者の支援を得ながら災害想定の検討に努める

こととしており、具体的な原子力災害の想定はありませんが、福島における原子力災害

の教訓や国際基準の考え方を踏まえて策定された国の原子力災害対策指針に基づき、

県地域防災計画を策定し、訓練の検証結果等を踏まえて毎年見直しを行っています。 

○ また、御指摘の平成２８年２月２日付け質問書に対する回答については、原子力災

害の状況は様々であり、スクリーニングにおける最悪の想定を具体的にお示しするこ

とが困難であるということをお答えしたところです。 

○ なお、万が一、原子力災害が発生した場合には、県や電力事業者、関係機関の要員

を動員してスクリーニングを実施し、事故の規模やスクリーニング場所での渋滞の状

況に応じて、県外からの支援要員や資機材も活用して、随時、検査列数や検査箇所数

を増やし、避難に支障のないよう臨機応変に対応します。 

 【参考】平成２８年２月２日付け質問書に対する回答 

 （再質問）スクリーニング訓練（最悪の想定） 

   同じことを 3度(2 月 25 日付質問、5月 22 日付質問でも具体的回答なし)も聞か

せないでください。「最悪の想定で何台何人来て、時間はどれくらいかかるか」に

ついて、お答えください。 

 （答） 

  ○ 繰り返しになりますが、原子力災害は想定外の事象が起こった場合に発生する

ものであり、最悪の想定について、具体的な想定ができるものではないと考えます。 

  ○ 県としては、万が一の原子力災害時に備え、できるだけ効率的に検査ができるよう、

新たに国が示したマニュアルなども踏まえ、随時、検査体制を見直していきます。 
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（質問事項（４）土砂災害等危険区域内にある避難所と孤立集落について） 

  原発事故時の避難所は県内で５３８か所ありますが、そのうち７６か所（１４％）

が土砂災害等危険区域にあることが本会の調査で分かりました（２０１５年２月２５

日知事宛質問書）。私たちは見直しを求めましたが、知事は「見直しが必要とは考え

ていない」と回答されました（同９月２４日付回答）。 

  また、複合災害時に孤立する集落の問題が報道され、県内の原発３０キロ圏に孤立

集落が２９集落あることを私たちは指摘しました（２０１５年１０月９日付知事宛質

問書）が、知事は何の対応もされませんでした（２０１６年２月２日付回答）。 

  熊本地震を経験してこれらの見直しは当然と思いますが、見直しをする予定はあり

ますか。 

（答）  

○ これまでのご質問へのご回答の繰り返しとなりますが、原子力災害時の避難先施設

の考え方は以下のとおりです。 

・ 災害対策基本法や原子力災害対策特別措置法などの規定では、原子力災害時に備

えた指定避難所については、想定される原子力災害による影響が比較的少ない場所

にあることが求められています。 

・ 「原子力災害による影響が比較的少ない場所」については、原子力災害によって

万が一放射性物質が放出された場合、その影響が比較的少ない場所のことであると

考えられますが、現在の避難計画で定めている避難先は、原子力災害対策重点区域

の外側にあり、法令に即したものとなっています。このことは、内閣府にも確認し

ています。 

・ なお、原子力災害の発生と同時に、避難先施設が使用できなくなるような自然災

害が発生した場合は、当該施設以外の避難先を確保します。 

○ また、原子力災害時に避難が必要となった地区が、土砂災害等で道路が使用できな

くなるなどして孤立した場合は、まずは屋内退避をしていただいたうえで、道路の啓

開や自衛隊等の支援を要請するなど、副次的な手段も最大限活用して避難を実施する

こととしています。 

○ 原子力災害と同時に他の災害が発生する状況は様々に考えられるため、策定済みの

計画等を基本として、実際の災害状況に応じた対策をとることが重要と考えています。 


